
入所利用料金 

（１）施設サービス料                     令和 7 年 4 月１日改正 

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、利用される部屋及び負担割合証によっ

て施設サ－ビス料が異なります。（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となりま

す。） 

部屋 

介護度 
多床室（基本型） 従来型個室（基本型） ユニット型個室（基本型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要介護１ ７９３円／日 ７１７円／日 ８０２円／日 

要介護２ ８４３円／日 ７６３円／日 ８４８円／日 

要介護３ ９０８円／日 ８２８円／日 ９１３円／日 

要介護４ ９６１円／日 ８８３円／日 ９６８円／日 

要介護５ １,０１２円／日 ９３２円／日 １,０１８円／日 

 

部屋 

介護度 
多床室（強化型） 従来型個室（強化型） ユニット型個室（強化型） 

１割負担の場合 １割負担の場合 １割負担の場合 

要介護１ ８７１円／日 ７８８円／日 ８７６円／日 

要介護２ ９４７円／日 ８６３円／日 ９５２円／日 

要介護３ １,０１４円／日 ９２８円／日 １,０１８円／日 

要介護４ １,０７２円／日 ９８５円／日 １,０７７円／日 

要介護５ １,１２５円／日 １,０４０円／日 １,１３０円／日 

※施設は、運営状況により「基本型」の場合と「強化型」の場合がありますので、事前にご

確認ください。 

 

（２）居住費及び食費 

部屋 

段階 
多床室 従来型個室 ユニット型個室 食 費 

第１段階 ０円／日 ５５０円／日 ８８０円／日 ３００円／日 

第２段階 ４３０円／日 ５５０円／日 ８８０円／日 ３９０円／日 

第３段階① ４３０円／日 １,３７０円／日 １,３７０円／日 ６５０円／日 

第３段階② ４３０円／日 １,３７０円／日 １,３７０円／日 １,３６０円／日 

第４段階 ４３７円／日 １,７２８円／日 ２,０６６円／日 １,６５０円／日 

 

※利用者の居住費・食費の段階の基準 

第１段階 
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 

・生活保護を受給されている方 

第２段階 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円以下の方 

第３段階① 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額８０万円を越えて１２０万円以下の方 

第３段階② 
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金収入額等の

合計が年額１２０万円を越える方 

第４段階 ・住民税世帯課税の方 

 

 

 



（３）加算料金（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

項 目 １割負担 概 要 

夜勤職員の配置加算 ２４円／日 
利用者の数が２０又はその端数を増すごとに１以上

の数の夜勤を行う介護・看護職員を配置。 

短期集中リハビリテー

ション実施加算（Ⅰ） 
２５８円／日 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所の日

から３ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーション

を行った場合に加算されます。 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅰ） 

２４０円／日 

軽度の認知症であると判断され、リハビリテーショ

ンによって生活機能の改善が見込まれると判断した場

合、入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を

訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリ

ハビリテーション計画を作成し、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が個別にリハビリテーションを行っ

た場合に加算されます。 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅱ） 

１２０円／日 

軽度の認知症であると判断され、リハビリテーショ

ンによって生活機能の改善が見込まれると判断した場

合、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別にリ

ハビリテーションを行った場合に加算されます。 

若年性認知症受入れ加

算 
１２０円／日 

若年性認知症利用者の受入れについて加算されま

す。 

リハビリテーションマ

ネジメント計画提出料

加算（Ⅰ） 

５３円／月 

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協

働し、リハビリテーション実施計画書を入所者又はその

家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理

している。かつ、リハビリテーション実施計画書の内容

等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用して

いる。かつ、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメ

ント強化加算を算定し、入所者の口腔の健康状態に関す

る情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共

有し、共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテ

ーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、

関係職種間で共有している場合に加算されます。 

リハビリテーションマ

ネジメント計画提出料

加算（Ⅱ） 

３３円／月 

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協

働し、リハビリテーション実施計画書を入所者又はその

家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理

している。かつ、リハビリテーション実施計画書の内容

等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した

場合に加算されます。 

外泊時費用 ３６２円／日 
１回の外泊で月６日分、月をまたがる場合には、最

大で連続１３泊（１２日分）までの費用（外泊計算）が

加算されます。 

 
死亡前３１日 

～４５日以内 
７２円／日 

 

医学的所見に基づき、回復の見込みのないと診断し

た場合、入所者や家族の同意を得て、ターミナルケアの

計画作成。 

なお、ターミナルケア加算は当施設を退所された後、

医療機関や自宅でお亡くなりになられた場合でも加算

の対象となることがあります。それまで請求させていた

だいた利用料金以外に、その後ターミナルケア加算を請

求させていただくことがあります。 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

加
算 

死亡前４日 

～３０日以内 
１６０円／日 

死亡日前日 

及び前々日 
９１０円／日 

死亡日 １，９００円／日 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅰ） 
５１円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表にお

いて算定した数が４０以上の場合に加算されます。 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算（Ⅱ） 
５１円／日 

「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」等チェック表にお

いて算定した数が７０以上の場合に加算されます。 



初期加算（Ⅰ） ６０円／日 

空床情報について、ウェブサイトに定期的に公表す

るとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支

援部門に対し、定期的に情報共有を行っており、急性期

医療を担う医療機関の一般病棟への入院後 30 日以内

に退院し、入所した者について加算されます。 

初期加算（Ⅱ） ３０円／日 入所した日から３０日加算されます。 

入所前後訪問指導加算

（Ⅰ） 
４５０円／回 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療

方針の決定を行った場合に加算されます。 

入所前後訪問指導加算

（Ⅱ） 
４８０円／回 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）に加え、退所後の生活

に係る支援計画を策定した場合に加算されます。 

退
所
時
等
支
援
加
算 

試行的退所時指

導加算 
４００円／日 

試行的な退所時に、入所者及びその家族に退所後の

療養上の指導を行った場合に加算されます。 

退所時情報提供

加算（Ⅰ） 
５００円／日 

居宅へ退所する入所者の退所後の主治医に対して診

療情報、心身の状況、生活歴等を提供した場合に加算さ

れます。 

退所時情報提供

加算（Ⅱ） 
２５０円／日 

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医

療機関に対して入所者等の心身の状況、生活歴等を示す

情報を提供した場合に加算されます。 

入退所前連携加

算（Ⅰ） 
６００円／日 

入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、

居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等

の利用方針を定め、情報提供とサービス調整を行った場

合に加算されます。 

入退所前連携加

算（Ⅱ） 
４００円／日 

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供

とサービス調整を行った場合に加算されます。 

協力医療機関連携加算

（１）（Ｒ６年度まで） 
１００円／月 

協力医療機関が下記の①～③の要件を満たす場合  

（協力医療機関の要件） 

① 入所者等の病状が急変した場合等において、医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時

確保していること。  

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合

において、診療を行う体制を常時確保している

こと。  

③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入

院を要すると認められた入所者等の入院を原

則として受け入れる体制を確保していること。 

協力医療機関との間で、入所者等の病歴等の情報を

共有する会議を定期的に開催している場合に加算され

ます。 

協力医療機関連携加算

（１）（Ｒ７年度から） 
５０円／月 

協力医療機関連携加算

（２）（Ｒ７年度から） 
５円／月 

上記以外の協力医療機関と連携している場合に加算

されます。 

老人訪問看護指示加算 ３００円／日 

退所後、訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステ

ーションに対し、指示書を交付した場合に加算されま

す。 

栄養マネジメント強化

加算 
１１円／日 

医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄

養ケア計画に従い、食事の観察を週３回以上行い、栄養

状態、嗜好等を踏まえ食事の調整等を実施した場合に加

算されます。 

経口移行加算 ２８円／日 
経管栄養の方が口から食事を摂ることを進めるため

に、医師の指示に基づいて栄養管理する場合に１８０日

間加算されます。 



経口維持加算Ⅰ ４００円／月 

現に経口により食事摂取が出来るものの、摂食機能

障害を有し、誤嚥がある方に、他職種で経口維持計画を

作成し、栄養管理を行った場合に６月を限度に加算され

ます。 

経口維持加算Ⅱ １００円／月 
経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、医師、

歯科医師、歯科衛生士等が関わって、入所者の観察・会

議に加わった場合に加算されます。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円／月 
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対

し、口腔ケアを月４回以上行った場合に加算されます。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０円／月 
口腔衛生管理加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生の

管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

必要な情報を活用している場合に加算されます。 

療養食加算 ６円／食 
医師の食事せんに基づく腎臓病食や糖尿病食の提供

を行った場合に１食あたりにつき加算されます。 

緊急時治療管理加算 ５１８円／日 
利用者の様態が急変した場合等、緊急時に所定の対

応を行った場合に加算されます。 

所定疾患施設療養費

(Ⅰ) 
２３５円／日 

肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎又は帯状疱疹について、

投薬、検査、注射、処置等を行った場合に加算されます。 

所定疾患施設療養費

(Ⅱ) 
４７５円／日 

所定疾患施設療養費(Ⅰ)の要件に加え、医師が感染症

対策に関する研修を受講している場合に加算されます。 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 
２００円／日 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、

在宅での生活が困難であり、緊急に入所した場合に加算

されます。 

認知症チームケア推進

加算（Ⅰ） 
１５０円／回 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介

護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配

置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・

心理症状に対応するチームを組んで、個別に認知症の行

動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく

値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資する

チー ムケアを実施している場合に加算されます。 

認知症チームケア推進

加算（Ⅱ） 
１２０円／回 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介

護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配

置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・

心理症状に対応するチームを組んでいる場合に加算さ

れます。 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ） 
２２円／日 

介護職員のうち介護福祉士が８０％以上、もしくは

勤続１０年以上の介護福祉士が３５％以上の場合に加

算されます。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算(Ⅰ)イ 
１４０円／日 

入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所

者について、入所後１月以内に、かかりつけ医に、状況

に応じて処方内容の変更する可能性があることについ

て説明し、退所時又は退所後１月以内にかかりつけ医に

情報提供を行った場合に加算されます。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算(Ⅰ)ロ 
７０円／日 

入所前に６種類以上の内服が処方されていた入所者

について、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を

行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に加算され

ます。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算(Ⅱ) 
２４０円／日 

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）の要件に加

え入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当

たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用している場合に加算されま

す。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算(Ⅲ) 
１００円／日 

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定

要件に加え、多剤投薬されている入所者の処方方針につ

いて、老健の医師とかかりつけ医師が連携して減薬した



場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅰ） １０円／月 

排泄障がい等のため、排泄に介助を要する入所者に

対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に

基づき支援した場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅱ） １５円／月 

加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等と比較し

て、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとと

もにいずれにも悪化がない、又は、おむつ使用ありから

使用なしに改善している場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅲ） ２０円／月 

加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等と比較し

て、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとと

もにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから

使用なしに改善している場合に加算されます。 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅰ) 
３円／月 

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡発生関連項

目に関して、定期的に管理・評価した場合に加算されま

す。 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅱ) 
１３円／月 

加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等の評価の

結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等に

ついて、褥瘡の発生のない場合に加算されます。 

外泊時の在宅サービス

の取扱い 
８００円／日 

外泊する入所者が、老健から提供される在宅サービ

スを利用した場合、１月に６日を限度として加算されま

す。 

再入所時栄養連携加算 ２００円／回 
入所者が医療機関で経管栄養又は嚥下調整食の新規

導入し、再入所する際、管理栄養士の病院と連携した場

合に加算されます。 

自立支援推進加算 ３００円／月 
医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な

医学的評価を入所時に行うとともに自立支援に係る支

援計画等の策定等に参加している場合に加算されます。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅰ） 
４０円／月 

入所者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生

労働省に提出している場合に加算されます。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅱ） 
６０円／月 

入所者ごとの心身、疾病の状況等の基本的な情報を、

厚生労働省に提出している場合に加算されます。 

安全対策体制加算 ２０円／回 
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安

全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制

が整備されている場合に加算されます。 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅰ） 
１０円／月 

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応を行う体制を確保している。かつ、協力医

療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の

発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時

等に協力医療機関等と連携し適切に対応している。か

つ、院内感染対策に関する研修又は訓練に 1 年に 1 回

以上参加している場合に加算されます。 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 
５円／月 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行

った医療機関か ら、３年に 1 回以上施設内で感染者

が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けて

いる場合に加算されます。 

新興感染症等施設療養

費 
２４０円／日 

入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染し

た場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を

確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適

切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行

った場合に加算されます。 

生産性向上推進体制加

算（Ⅰ） 
１００円／月 

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改

善の取組による成果が確認されている。かつ、見守り機

器等のテクノロジーを複数導入している。かつ、職員間

の適切な役割分担の取組等を行っている。かつ、１年以

内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータ

の提供を行った場合に加算されます。 

生産性向上推進体制加 １０円／月 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職



算（Ⅱ） 員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイド

ラインに基づいた改善活動を継続的に行っている。か

つ、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入してい

る。かつ、１年以内ごとに１回、業務改善の取組による

効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。 

介護職員等処遇改善加

算 
｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×７５÷1,000｝円／月 

 

（４）その他の費用 

項 目 利用者負担金額 概  要 

テレビ利用料 １,０００円／月 テレビ１点につき。 

管理料 ５００円／月 冷蔵庫等の電気製品１点につき。 

日用品費 20０円／日 

石けん、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオル、

おしぼり等の費用であり、施設で用意する物を利用され

る場合にお支払い頂きます。 

洗濯代 
実費と 

１００円／ネット 

私物の洗濯を依頼された場合にお支払い頂きます。加え

て洗濯物の仕分け等に係る費用として取り次ぎ料を頂き

ます。 

特別な食事 実費 
通常の食事に加えて食事サービスが必要な場合にお支払

い頂きます。 

理容・美容代 実費 
施設に出入りの業者に調髪を依頼された場合にお支払い

頂きます。 

教養娯楽費 実費 

クラブやレクリエーションで使用する折り紙、粘土等の

材料及び遊具、ビデオソフト等の費用であり、施設で用

意する物を利用頂く場合はお支払い頂きます。 

行事費 実費 
お茶会やドライブ、観劇等の費用や講師を招いて実施す

る各教室の費用で、参加された場合にお支払い頂きます。 

健康管理費 実費 
インフルエンザ予防接種に係る費用で希望された場合

や、その他必要な検診にかかる費用をお支払い頂きます。 

死亡診断書 ５,０００円 利用者の希望によって使用される診断書等の文書の発行

費。尚、その際に掛かる検査等の費用につきましては、

別途お支払い頂きます。 
診断書等の文

書発行費 
３,０００円 

 


